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通訳案内研修（法定研修）について

全国通訳案内士の質の維持・向上を図る観点から、改正通訳案内士法（H30.1.4）において、全国通訳案内士に対して、５年
に１度の法定研修の受講が義務づけられたところ。
令和２年度から法定研修は開始され、所定の期間内に受講しない場合、全国通訳案内士の資格を取消すことができる罰則規定
が設けられている。
研修は観光庁の登録を受けた登録研修機関が実施することとなっており、現在下記の通り、通訳案内士団体等11機関が研修機
関となっている。研修の中では「旅程管理」や「危機管理」等に関する科目が法定科目となっている。

研修科目 （通訳案内士法施行規則第二十八条第三号で定める通訳案内研修の内容に関する基準）

現在登録されている登録研修機関

• 一般社団法人九州通訳・翻訳者・ガイド協会
• NPO法人通訳ガイド＆コミュニケーション・スキル研究会
• 協同組合 全日本通訳案内士連盟
• ひろしま通訳・ガイド協会
• 株式会社富士アカデミー

• NPO日本文化体験交流塾
• 株式会社トラベリエンス
• ジェイエコツアー（株） 札幌&北海道コンシェルジュセンター
• 一般社団法人 日本観光通訳協会
• 一般社団法人 関西通訳・ガイド協会（KIGA）
• 株式会社羅針盤

（備考）
通訳案内研修については、

左記に掲げる事項のほか、全
国通訳案内士の品位の保持
及び資質の向上を図るための
研修を、登録研修機関の判
断により、独自に実施すること
ができる。
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登録研修機関における通訳案内研修について

２

【通訳案内研修(法定研修)】　R4年度実施実績　※登録日順

（会員） （非会員） （同一） 法定研修 自主研修

① 一般社団法人　九州通訳・翻訳者・ガイド協会 令和1年8月22日 3 ７月（２回）、11月 84 対面 9,900円 12,100円 ー 0円 3時間30分 5時間 法定研修＋自主研修
（九州特化情報等）をセットで受講

② 協同組合　全日本通訳案内士連盟 令和2年1月22日 ー 毎日
（申し込みベース） 511 eラーニング 0円 3,850円 ー 0円 5時間 ー 会員受講費は年会費から充当

③ 特定非営利活動法人
通訳ガイド＆コミュニケーション・スキル研究会 令和2年1月22日 2 １月、7月 46 オンライン 6,050円 8,250円 ー 0円 3時間 2時間30分

・午前法定研修、午後自主
（スキルアップ）研修
・自主研修は任意（要追加料金）

④ 一般社団法人　ひろしま通訳・ガイド協会 令和2年1月22日 1 12月 83 オンライン 4,000円 6,000円 ー 0円 2時間30分 2時間
・午前法定研修、午後自主研修
・自主研修は任意だが不受講でも
　同一料金

⑤ 株式会社 富士アカデミー 令和2年1月22日 11
オンライン：1、3、4、6、8、11月

対面：1、2、5、7、10月
244 オンライン・対面

オンライン：3,000円

対面：4,000円

オンライン：4,500円

対面：5,500円
ー 0円 5時間 ー

・会員は(株)富士アカデミーの付属機関
「富士通訳案内士総合研究所」（観光
文化研修会）の有料会員
・対面は印刷テキストを含む

⑥ NPO日本文化体験交流塾 令和2年5月26日 ー 毎日
（申し込みベース） 1,323 eラーニング 3,000円 3,300円 ー 0円 2時間 ー 会員価格は3年以上登録の長期割価

格（3年未満無割引）

⑦ 株式会社トラベリエンス 令和2年5月26日 ー 毎日
（申し込みベース） 1,287 eラーニング （会員制度無） ー 3,500円 0円 2時間50分 ー

⑧ ジェイエコツアー（株）
札幌&北海道コンシェルジュセンター 令和2年6月16日 ー 毎日

（申し込みベース） 14 対面 （会員制度無） ー 20,900円 1,100円 3時間20分 1時間30分 自主研修（特別研修として北海道特
化の講習1.5h）分もセットで徴収

⑨ 一般社団法人　日本観光通訳協会 令和2年8月13日 9
オンライン：12月（２回）

対面：3、6(２回)、7、9、11、12月
460 オンライン・対面 3,000円 4,500円 ー 500円 2時間30分 ー

⑩ 一般社団法人　関西通訳・ガイド協会 令和3年2月19日 2 4、10月 492 eラーニング・対面
オンライン：3,000円

対面：4,000円

オンライン：4,500円

対面：3,500円
ー 0円 2時間20分 ー

⑪ 株式会社羅針盤
（旧：株式会社ノットワールド）

令和5年8月29日
(令和3年2月19日) ー 毎日 1,591 eラーニング 0円 3,500円 ー 0円 2時間30分 ー

6,135

備考名称

計11団体

料金 実施時間
登録日 年間実施回数 実施時期 修了証明書

発行人数
実施方法
（形式） 修了証交付料

現状、観光庁HPにて下記11団体の名称及び問い合わせ先のみ公表されているところ。受講者の利便性の観点から、実施時期、形式、料金等についても共
有することにより、通訳案内研修について広く周知してはどうか。



（参考）他国家資格における更新要件等について

３

資格等名称 有効期間 更新要件、手続 更新料 講習等名称 更新講習料 罰則等

1 厚生労働省 キャリアコンサルタント 5年 ・更新講習を更新期間内に一定時間数以上受講の上、登録機
関のウェブ上で更新手続きを行う（郵送も可能、ただし受理や審査
には時間を要する）
・更新申請期間はキャリアコンサルタント登録の有効期間満了の日
の90日前から30日前までの間。期間外の申請は不受理⁼資格失
効となる
・登録機関から更新時期の連絡はなく、自身の確認が必要

8,000円
（非課税）

キャリアコンサルタント更新講習
・知識講習（知識の維持を図る：8時間以上）
・技能講習（技能の維持を図る：30時間以上）

・厚生労働大臣が指定する講習実施機関によって
料金は異なる

資格失効

2 経済産業省
（中小企業庁）

中小企業診断士 5年 ・登録の有効期間の満了日の約1か月前から満了日まで中小企
業庁宛郵送で受け付け
更新申請日までのに
(1)(2)の両方を満たす必要がある

 (1)専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること

 1)理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと
 2)論文審査に合格したこと
 3)理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと

    
 (2)実務要件

以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと
 1)診断助言業務等に従事したこと
 2)実務補習を受講したこと
 3)実習、実務補習を指導したこと

不要 更新に必要な要件は「専門知識補充要件」と「実務要件」の2つ
で、前者の場合は研修の受講、後者は実務従事で満たすことが
一般的。

(1) 専門知識補充要件
・理論政策更新研修（1回4時間）
・論文審査

・理論政策更新研修（対面、オンライン共）
　6,300円（税込）

・論文審査（郵送）6,300円（税込）

・診断士の登録を消除(登録抹消)する
・登録の消除(登録抹消)を受けた者の氏名、登録番号及び
消除年月日を官報により公示する
ただし要件を満たした場合、登録を消除された日から1年を超
えないものについては、再登録申請を行うことができる
再登録を受けた場合の再登録後の登録の有効期間は、消
除される前の登録の有効期間に連続した5年間

更新登録要件を満たせず更新登録を行えない場合は業務
休止申請、業務再開申請を行うことができる

3 経済産業省 情報処理安全確保支援士 3年 ・直近の登録日または更新日から更新期限の60日前（登録更新
申請期限）までに、
「オンライン講習」を3回（1年につき1回）、
「実践講習または特定講習」を1回（3年につき1回）
受講し終了している必要がある
・更新講習は毎年受講の「オンライン講習」（IPA独立行政法人
情報処理推進機構が実施）と、3年に1回受講の「実践講習
(IPAが実施)または特定講習（民間事業者等が実施）」の2種
類
・講習運営者から登録メールアドレス宛に講習案内が送付される

不要 情報処理安全確保支援士に受講が義務付けられた講習
・オンライン講習（1回につき知識、技能、倫理科目計6時間）
　修了基準：・標準学習時間6時間の全ての科目を学習
　　　　　　　　　の上、全理解度確認テストに合格すること
　　　　　　　　・アンケートに回答すること
・実践講習：4コース7時間～14時間
・特定講習：40実施機関により6時間～40時間

・オンライン講習1回20,000円（非課税）
・実践講習：4コース7時間～14時間 80,000～
160,000円（非課税）
・特定講習：40実施機関により6時間～40時間
60,500～770,000円（税込）

・登録の取消および名称使用の停止命令

4 国土交通省 マンション管理士 5年 ・マンション管理士として登録を受けた日の5年後の応答日の属する
年度末までに受講（平成31年2月1日付登録→令和5年3月31
日までに受講）
・次更新時は今回受講日の5年後の応答日の属する年度末までに
受講
・登録機関である公益財団法人マンション管理センターから更新の
案内が郵送で届く（例年11月ごろの発送）

不要 マンション管理士法定講習 オンラインまたは対面方式
6時間16,600円（税込）

・登録の取消、または名称使用の停止

5 法務省 弁護士 - ・弁護士の国家資格には有効期限はなく、更新のための講習・研
修はない。
・ただし、日本弁護士連合会（日弁連）の定める倫理研修規程
及び倫理研修規則に基づき、登録後定期的（登録初年度、満3
年、満5年、その後5年ごと）に倫理研修に参加する義務が課せら
れていいる。

更新制度無 （倫理研修） 倫理研修の実施主体は日弁連であるが、各弁護士
連合会や所属弁護士会に委託されることもあり、参
加費は一様ではない模様

倫理研修規程及び倫理研修規則に明文化された罰則等は
見当たらなかった

所轄府省



通訳案内研修（法定研修）未受講者数について（概算）

４

改正通訳案内士法施行(２０１８年１月４日)よりも前に登録されている方は２０２３年１月３日まで、改正通訳案内士法
施行後に登録された方は登録日から５年を超えない期間までに初回の受講が必要となっている。

R６年４月１日までに初回の受講が必要となる通訳案内士 25,239名
⇒上記対象者の内、未受講者数は14,035名（概算）（約55%） ※2023年11月時点

第３回作業部会においては、通訳案内士に対する調査結果より、通訳案内研修の未受講理由を共有できる予定としている。

都道府県 未受講者数 割合
1東京都 4900 34.91%
2※関西広域連合 2979 21.23%
3神奈川県 1578 11.24%
4千葉県 961 6.85%
5埼玉県 739 5.27%
6愛知県 494 3.52%
7福岡県 297 2.12%
8北海道 261 1.86%
9静岡県 201 1.43%

10広島県 183 1.30%

1. 通訳案内研修（法定研修）未受講者 上位10自治体
⇒上位３自治体で、約７割を占める

合計 67.38%

※関西広域連合：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島県
上記都道府県は関西広域連合（京都府）が登録申請等の事務手続きを実施



通訳案内研修（法定研修）に係る課題について

５

作業部会において、通訳案内研修（法定研修）に係る課題について議論を行い、その結果を第３回検討会にて報告することとしたい。
（主な論点）

登録研修機関における研修水準を維持、向上をする必要があるのではないか。
現状の通訳案内研修（法定研修）の未受講者に対し、どのように取り組むのか。


